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守口市次世代育成支援後期行動計画※においては、「生まれて良かった 育てて良かった ふ

るさと もりぐち」を基本理念に、子どもが健やかに育つこと、安心して子どもを生み育てる

環境をつくること、地域の子育て力を育むことを目指し、あらゆる視点から総合的な子育て支

援を行ってきました。

本計画の策定にあたり、守口市次世代育成支援後期行動計画で定めた事業の実施状況につい

て事業担当課で自己評価を行うとともに、目標事業量の達成状況等を評価しました。

【守口市次世代育成支援後期行動計画の体系】

【用語集】 ○守口市次世代育成支援後期行動計画
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１．施策の取組み状況

守口市次世代育成支援後期行動計画における事業は 119 事業（再掲を除く）で、それぞれの

事業について、計画期間中（平成 22年度～26 年度）の取組みの総合評価を行いました。

延べ 143 事業中、18事業が「特に順調」、113 事業が「順調」とし、合計 131 事業（91.6％）

が順調と評価されています。施策項目ごとに平均点評価をみると、「施策目標４ 子育てにゆ

とりがもてる環境づくり」、「施策目標５ 子育てと仕事の両立支援」での平均点が 3.0 未満と

なっています。

【施策目標ごとの事業の評価】

施策目標 事業数

評価

平均点特に順調
（４点）

順調
（３点）

やや
遅れている
（２点）

遅れて
いる
（１点）

未実施
（０点）

施策目標１
子どもの豊かな成長支援

54 6 46 2 0 0 3.1 点

施策目標２
子どもが安全に育つための
環境づくり

10 3 6 0 0 1 3.0 点

施策目標３
子どもの人権尊重と権利擁護
の推進

19 4 14 0 1 0 3.1 点

施策目標４
子育てにゆとりがもてる環境
づくり

15 0 14 1 0 0 2.9 点

施策目標５
子育てと仕事の両立支援

19 1 13 4 1 0 2.7.点

施策目標６
地域力の活用による子育て
支援

26 4 20 1 1 0 3.0 点

延べ事業数合計
（下段は構成比）

143

100.0％

18

12.6％

113

79.0％

8

5.6％

3

2.1％

1

0.7％
3.0 点

全１１９事業のうち、同一施策目標内に再掲されている事業がある場合は延べ事業数から除

いていますが、他の施策目標内に掲載されている場合は、延べ事業数として数えています。

【用語集】 ○
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２．特定保育サービスの目標事業量の達成状況

（１）定期的な保育等に関する事業

① 通常保育事業

保護者の就労や病気などの理由で、家庭で保育することができない（保育に欠ける）児童を

認可保育所（園）で預かる事業です。

② 延長保育事業※

認可保育所（園）において、通常の保育時間（11 時間）の前後に時間を延長して児童を預

かる事業です。

③ 休日保育事業※

保護者の就労や病気などの理由で、家庭で保育することができない（保育に欠ける）児童を

休日に認可保育所（園）で預かる事業です。

事業名
目標事業量 実績

平成25年度
達成率平成26年度 平成24年度 平成25年度

通常保育
事業

認可保育所（園）
３歳未満児

864 人 949 人 913 人 105．7％

認可保育所（園）
３歳以上児

1,586 人 1,460 人 1,514 人 95．5％

事業名

目標事業量 実績
平成25年度
達成率平成26年度 平成24年度 平成25年度

延長保育事業
1,175 人 1,272 人 757 人 64．4％

11 か所 11 か所 11 か所 100．0％

事業名

目標事業量 実績
平成25年度
達成率平成26年度 平成24年度 平成25年度

休日保育事業
４人 2人 2 人 50．0％

２か所 1 か所 1か所 50．0％

【用語集】 ○延長保育事業 ○休日保育事業
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④ 病児・病後児保育事業

病児保育は、病気により安静が必要なため通常保育ができない就学前の子どもを、病後児保

育は、病気の回復期の児童で安静が必要な子どもを、保育所や医療機関などで預かる事業です。

守口市次世代育成支援後期行動計画では、病児保育事業※の目標事業量は未設定です。

病後児対応型 ：保育所（園）等において、病気の回復期の児童を一時的に保育する事業

体調不良児対応型：保育中に体調不調となった児童を、保護者が迎えに来るまでの間、

保育所（園）において保育を継続し、緊急的に対応する事業

⑤ 一時預かり事業※

保護者の急用や病気、心身のリフレッシュ等を目的に、認可保育所（園）等で児童を保育す

る事業です。

⑥ 放課後児童健全育成事業（もりぐち児童クラブ入会児童室）

保護者が就労等により昼間家庭にいない 3年生までの小学生に対し、授業の終了後に小学校

等を利用してその健全な育成を図る事業です。1年生から 6年生までを対象とした放課後の安

全な遊び場所を提供する登録児童室制度とともに全小学校で実施しています。

事業名

目標事業量 実績
平成25年度
達成率平成26年度 平成24年度 平成25年度

病児・
病後児
保育事業

病後児対応型
300 日 300 日 600 日 200．0％

１か所 １か所 ２か所 200．0％

体調不良児

対応型

300 日 - - -

１か所 - - -

事業名

目標事業量 実績
平成25年度
達成率平成26年度 平成24年度 平成25年度

一時預かり事業

6,600 日 6,600 日 6,600 日 100．0％

- 3,463 人 998 人 -

11 か所 11 か所 11 か所 100．0％

事業名

目標事業量 実績
平成25年度
達成率平成26年度 平成24年度 平成25年度

もりぐち児童クラブ入会児童室
585 人 697 人 704 人 120．3％

18 か所 18 か所 18 か所 100．0％

【用語集】 ○病児保育事業 ○一時預かり事業
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（２）地域における子育て支援事業

① 地域子育て支援拠点事業※

子育て家庭の保護者の子育ての不安等を軽減することを目的に、子育てに関する情報提供、

相談・指導の実施や、親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置する事業です。

② ファミリー・サポート・センター事業

子育ての支援を受けたい人と協力をしたい人が会員登録し、保育所（園）の送迎や保育所（園）

等帰宅後の預かり、保護者の用事の際の一時預かり等、地域住民が子育てを支援する事業です。

事業名

目標事業量 実績
平成25年度
達成率平成26年度 平成24年度 平成25年度

地域子育て支援拠点事業 6か所 5 か所 5か所 83．3％

事業名

目標事業量 実績
平成25年度
達成率

平成26年度 平成24年度 平成25年度

ファミリー・サポート・センター
事業

1か所 1 か所 1か所 100．0％

【用語集】 ○地域子育て支援拠点事業


